
 

船舶事故等調査報告書 

平成２５年４月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１２神第２０３号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２４年９月１３日 ０８時３０分ごろ 

発生場所 兵庫県淡路市東浦海岸久留麻地区護岸 

淡路市所在の仮屋港森東防波堤北灯台から真方位３２０°２００ｍ

付近 

（概位 北緯３４°３１.６′ 東経１３４°５９.６′） 

事故等調査の経過  平成２４年１２月１９日、本事故の調査を担当する主管調査官（神

戸事務所）を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 押船 第八松
しょう

陽
よう

丸、１９トン 

   ２７０－４１２４７兵庫、松陽建設株式会社 

Ｂ 起重機台船 第五松
しょう

陽
よう

号、長さ５４ｍ 

なし、松陽建設株式会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 推進器翼に欠損及び曲損 

Ｂ なし 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａほか４人が乗り組み、船首約１.５ｍ、船尾約３.０

ｍの喫水により、船首尾共に約１.０ｍの喫水となったＢ船を押航

し、護岸補強工事の残石を撤去するため、東浦海岸久留麻地区護岸に

おいてＢ船の接岸作業中、平成２４年９月１３日０８時３０分ごろＡ

船の船尾部が同護岸付近の捨て石に乗り揚げた。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 なし、視界 良好 

海象：潮汐 下げ潮の中央期、うねり なし 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 Ａ船は、Ｂ船を押航し、東浦海岸久留麻地区護岸においてＢ船の接

岸作業中、捨て石に気付かなかったことから、同護岸付近の捨て石に

乗り揚げたものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船が、Ｂ船を押航し、東浦海岸久留麻地区護岸におい

てＢ船の接岸作業中、捨て石に気付かなかったため、同護岸付近の捨

て石に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え



 

られる。 

・護岸工事付近の海底には、捨て石等の散在する所があるので、余

裕水深を十分に確保し、慎重に操船すること。 

 




